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一部事務組合等の取扱いについて、次のとおり提案する。 
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八日市市・永源寺町・五個荘町・ 

愛東町・湖東町合併協議会 

会 長  中 村  功 一  

 

 

記 
 

 

  

 一部事務組合等の取扱いは、別紙のとおりとする。 



１．合併の日の前日をもって当該一部事務組合等を脱退し、新市において合併の日に当該一部事務組合等に加入する。

●八日市衛生プラント組合 　   　　　　●中部清掃組合           　　 　　　●東近江行政組合　　          　　　●布引斎苑組合　　　　

●愛知郡広域行政組合　        　　　　●湖東広域衛生管理組合　　　　

●滋賀県市町村交通災害共済組合　  　　●滋賀県市町村職員研修センター  　　●滋賀県自治会館管理組合

２．合併の日の前日をもって当該一部事務組合等を脱退する。

●滋賀県市町村職員退職手当組合　　　　

●滋賀県町村議会議員公務災害補償等組合

●日野町、蒲生町、竜王町、安土町、能登川町、五個荘町および永源寺町教育委員会社会教育主事共同設置

●愛知川町、愛東町、湖東町、秦荘町、多賀町、甲良町、豊郷町教育委員会社会教育主事共同設置

●滋賀県町村土地開発公社

●琵琶湖東北部広域市町村圏協議会

３．合併時に統合再編するよう調整に努める。

●八日市市、永源寺町、五個荘町及び能登川町介護認定審査会（共同設置）

●愛東町介護認定審査会　          　　

●湖東町介護認定審査会

●財団法人八日市市コミュニティ振興事業団

●財団法人湖東町生涯教育振興事業団

４．新市に引き継ぎ、新市の公社として存続するものとする。

●八日市市土地開発公社　　        　　

●財団法人愛の田園振興公社

５．事務の委託については、合併の日の前日をもって規約を廃し、新市において現行の事務委託内容により合併の日に締結する。

●八日市市、蒲生町、日野町、永源寺町、五個荘町及び能登川町障害児通園(デイサービス）事業の事務委託に関する規約

    まち

八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会の調整方針

一部事務組合等の取扱い第 １3 号 協定項目名

調　整　方　針 　　　八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町、湖東町が合併するにあたって加入している一部事務組合等については、次のとおりとする。

協定項目番号



　【一部事務組合、広域行政の現況】 　【先進地事例】
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一部事務組合等の取扱いについて
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13協定項目Ｎｏ．
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さいたま市       平成１３年５月１日
　 埼玉県浦和競馬組合、埼玉県都市競艇組合及び彩の国さいたま人づくり広域連合は、新市において
   現行どおり加入する。
　 埼玉県南水道企業団は合併の前日をもって解散し、事業については新市において行うものとする。
 　埼玉県市町村消防災害補償組合は、新市において加入しない。

西東京市　　 　 平成１３年１月２１日
 （１）一部事務組合については、２ 市は合併の前日をもって当該組合から脱退し、新市において合併の
  　  日に当該組合に加入する。
 （２）協議会については、２ 市は合併の前日をもって当該協議会から脱退し、新市において合併の日に
       当協議会に加入する。

篠山市　　　　 　平成１１年４月１日
 （１）一部事務組合等については、４ 町及び多紀郡広域行政事務組合は、合併の日の前日をもって当
       該組合を脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。
 （２）事務の委託については、４ 町は、合併の日の前日をもって規約を廃し、新市において現行の事務
       委託規約の内容により合併の日に締結する。ただし、西紀町及び丹南町に係る視聴覚ライブラリー
       の事務の委託については、２ 町は、合併の日の前日をもって規約を廃する。

あきる野市      平成７年９月１日
 （１）一部事務組合等については、２市町は合併の前日をもって当該組合から脱退し、新市において合
　     併の日に当該団体に加入する。
 （２）協議会については、２市町の合併の日の前日をもって当該団体から脱退し、新市において合併の
       日に当該組合に加入する。
 （３）五日市町土地開発公社については、その所有する土地を秋川市土地開発公社に譲渡し、合併の
       日の前日までに解散する。秋川市土地開発公社については、新市において、あきる野市土地開発
       公社として存続するものとする。
 （４）株式会社秋川市総合開発公社については、現行どおりとし、新市に引き継ぐものとする。
 （５）戸倉財産区管理会については、新市において現行のまま存続するものとする。
 （６）事務の委託については、２市町は合併の日の前日をもって規約を廃し、新市において現行の事務
       委託規約の内容により合併の日に締結する。



一部事務組合の取扱いに関する関係法令の抜粋
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協 議 事 項 一部事務組合等の取扱いについて 協定項目Ｎｏ． 13

　○市町村の合併の特例に関する法律

(一部事務組合等に関する特例)
第９条の２　市町村の合併によりその区域の全部が新たに設置される合併市町村の区域の一部と
　　なり、又はその区域の全部が他の合併関係市町村(以下この項において「編入をする市町村」と
　　いう。)に編入される合併関係市町村のうちに地方自治法第２８４条第２項又は第３項の規定によ
　　り合併関係市町村以外の一の地方公共団体(以下この項において「他の地方公共団体」という。)
　　と一部事務組合又は広域連合(これらのうち当該編入をする市町村の加入していないものに限
　　る。)を組織しているものがある場合においては、当該一部事務組合又は当該広域連合は、すべ
　　ての合併関係市町村及び当該他の地方公共団体の協議により、当該一部事務組合若しくは当
　　該広域連合を組織する地方公共団体の数を減少し若しくは共同処理し若しくは処理する事務を
　　変更し、又は当該一部事務組合若しくは当該広域連合の規約を変更して、市町村の合併の日に
　　おいて当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が
　　組織する一部事務組合又は広域連合とすることができる。この場合においては、同法第２８６条
　　第１項本文又は第２９１条の３第１項本文の規定の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可
　　を受けなければならない。

２　地方自治法第２９０条又は第２９１条の３第２項、第５項及び第６項並びに第２９１条の１１並びに第
　　２９３条第１項の規定は、前項の場合について準用する。　　(平１４法４・追加)

（事務の委託）
第２５２条の１４　普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部
　　を、他の普通地方公共団体に委託して、当該普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しく
　　は委員をして管理し及び執行させることができる。

２　前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普
　　通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
　
（組合の種類及び設置）
第２８４条　地方公共団体の組合は、一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合
　　とする。

２　普通地方公共団体及び特別区は、第６項の場合を除くほか、その事務の一部を共同処理するた
　　め、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものに
　　あつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、
　　一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、
　　その執行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。

(組織、事務及び規約の変更)
第２８６条　一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは共同処理する事
　　務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によ
　　りこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県
　　知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第１項第１号、第４号又は第７号に掲げる事項
　　のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

(議会の議決を要する協議)
第２９０条　第２８４条第２項、第２８６条、第２８８条及び前条の協議については、関係地方公共団体
　　の議会の議決を経なければならない。

　○地方自治法

（協議会の設置）
第２５２条の２　普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行
　　し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわた
　　る総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を
　　設けることができる。

３　第１項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、
　　普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協
　　議会を設ける場合は、この限りでない。

（機関等の共同設置)
第２５２条の７　普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第１３８条の４第１項に規
　　定する委員会若しくは委員、同条第３項に規定する附属機関、普通地方公共団体の長、委員会
　　若しくは委員の事務を補助する吏員、書記その他の職員又は、第１７４条第１項に規定する専門
　　委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。

２　前項の規定による執行機関、附属機関若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増
　　減し、若しくはこれらの執行機関、附属機関若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又は
　　これらの執行機関、附属機関若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公
　　共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。


